
団翻國鰯閣

2022年 4月から、い成年年齢が 18歳になります。成年になると、親など

の法定代理人の同意がなくても、自分の意思で様々な契約ができるように

なります。契約を結ぶかどうかを自分で決めるということは、その契約に

ついての責任も自分で員うことを意味します。

また、4月からは就職や進学でこれから一人暮らしを始める方も多いこ

とでしょう。一人喜らしを始めると、自分で決めなければならない「契約」

の機会が増え、消費者トラブルに巻き込まれることもあるかもしれません。

新しい人生のスタートで消費者トラブルにあってつまずかないよう、若

者に多い次のようなトラブルに特に気を付けてください。

1日 定期購入のトラブル ～「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に～

動画投稿サイ トの広告を見て、お試し500円のダイエットサプリメントを 1回限りの

つもりで購入した。翌月、頼んだ覚えのない2回 目の商品が届き、4か月
ノ
刀
＼
まとめて4万

円の請求があり、確かめると定期購入の契約になつていた。

◆トラブルに遭わないために

①契約の前に、契約の内容をしつかり確認しましよう。

②契約の前に、解約ん法などをしっかり確認しましよう。

③証拠を暖すため契約内容をスクリーンショットなどで記録するとともに

事業者に連絡した記録を残しておきましょう。
―

2日 美容医療のトラブル

SNS広告を兒て 「手術当日にイヒ粧ができる」という二重まぶた形成術の無料カウンセ

リングを申し込んだところ、モニター契約をすれば安くなると説得され、そのまま当日手

術することになつた。説明と違つて術後 1週間経つても腫れがSIかない。

◆ トラブルに遭わないために

エステや美容医療サービスを利用するときは、事前に複数の事業者から

十ノ刀＼に情報を集め比較・検討しましょう。

②その場の雰囲気に流されず、本当に賜要な契約か冷静に考え、安易に ■Dニ
高額な契約はしないようにしましょう。

③契約前に、施術内容や料金、効果だけではなくリスクや副作用などにつ

いても説明を求め、納得したうえで、自ノ刀＼の意思で選択しましよう。

この情報誌は再生紙を使用 しています。
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18歳から成人に!!あなたも六人です
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ぼくは「sapo之助」、消費者をサポート(助ける)長崎県消費生活センターのマスコットでござる。｀ ン・
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3E情報商材や階号資産 (仮想通貨)の トラブル

SNSで知り合った人に誘われてセミナーに参カロした。「日本円を8音号姿産に換えて海

タホ事業者の専用□座に入金すると高い利患がイ寸く」と説明され、40万円を陪署資産に換え

て専用□座に送金した。後日換金しようとしたらできなかつた。約束通り利患を付けて返

金してほしい。

◆ トラブルに遭わないために

①うまい話はありません。「簡単に稼げる」「儲かる」ことを強調する広告や勧誘は鵜呑み
にしない。投姿には賜ずリスクが伴います。

②友人や知人から剣誘されて断りにくいと思っても、あ要のな
い契約はキッパリ断りましょう。

③「お金がない」と断ると「元が取れるから大丈夫」などとクレジッ
トカード決済や倍金を割められることがありますが、安易に
借金はせず、断るときは「契約しない」とはっきり伝えましょう。

国内で製造された力[l工食品には、1番多い原材料の産地・製造地が表示され、私たちが

商品を選ぶ際の参考にできるようになりました。この制度は平成 29年 9月から始まり、食

吊メーカー等が準備をするため、令不□4年

3月末まで猶ラ期間が設けられています。

(タホΩ、容器包装に入れずに販売する力□工

Ω品、作つたその場で販売する場合、輸

入品は対象タホです。) 「AM●

―
<表示の見方>
①l番多い原材料が生鮮食品の場合は、その産地が表示されます。

…

内 容 量

賞味期限

保存テj法

製 造 業

いちごジャム

いちご (国産)、 砂糖/
ゲル化斉」(ペクチン)

100g
202211 15
直射日光を避けて保存

○○株式会社

長障県○○市○○

名  称

原材料名

名称 :ウインナーソーセージ  原材料名 :豚肉 (アメリカ産)、 豚脂弓方

②l琶多い原材料が力BI食品の場合は、その製造地が表示されます。

名称 :洋菓子 原材料名 :小麦粉 (国内製造 )、 砂糖、鶏卵…・

<表示の意味>小麦粉が国内で製造されたことを意味します。小麦の産地が国産という

意ll未ではありません。

または、 1雷多い原材料に使用された生鮮食品の産地が表示されます。

壱称 :洋菓子 原材料名 :小麦粉 (小麦 (国産))、 砂糖、鶏卵…・

く表示の意味>小麦粉の原料となった小麦が国産であることを意味します。

消費者庁ホームページからより詳しいパンフレットもご覧いただけます。

長崎県のホームページからも食品表示に関する情報をご覧いただけます。

全ての力[l工食品の原材料の産地が表示されます 消費者庁 検索 L

食品表示法 長崎県 検索 L

加工食品|の原材料の産地が表示されます
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数日前、高齢の父親宅に事業者の訪間があり、「台風被害はなかつた

か。火災保険申請すれば保険金が出る」と家周りを調査後、「当社が火災

保険の申請をサポー トする」「保険金が支払われたら

400/0が当社の報凹lllになる」と勧誘され、父親はよく

理解できないまま契約をしてしまつたようだ。実家に

|よ台風の被害もなく、不審なので解約させたい。

(50代 女性)

相談事 伊J

アドバイス

訪間販売や電話勧誘販売で「火災保険を使つて自己負担なく住宅修理がで

きる」「保険金が出るようサポー トする」などと勧誘する住宅修理サービス

の トラブルで|よ、高齢者が契約するケースが多く見られます。災害直後でな

くとも、過去に被害のあつた地域で勧誘したり、うその理由で保険金請求を

行うよう事業者に誘導された事例もあります。

トラブルに遭わないために次の点に注意しましょう。

①火災保険|よ台風などの自然災害による損害に対して給付されるもので、災害とは関係のな

い経年劣化に対しての申請|よできません。また、保険金の請求Iよ無料で行えます。

②保険金の請求はカロ入者自身で行うことが基本。ます、こ自身で、契約先の保険会社や代理

店などに相談してください。うその理由で保険金を請求するのは絶対にやめましょう。

③契約前に必ず契約書を確認し、手数料等の有無や支払い条件を確認しましょう。また、複

数の見積りを比較するなど慎重に検討し、修理が不要な場合はきつばり断りましょう。

④「保険金で工事の自己負担なし」と勧誘されても、すぐに契約をするのIよやめましょう。

「火災保険が使えるJと誘う住宅修理サービスのトラブル

相 談事伊U

2日前、宅配業者から、頼んだ覚えのない品物が届

いた。家族が注文したと思い一旦受け取つたが、誰も

頼んで|よいなかつた。送り元 |よ外国で何と書いてある

のかわからない。住所 |よあるが、電話番号の記勃 |よな

い。どうすればよいか。      (60代  男性)

アドバイス

身に覚えのなしヽ商品が突然届いたという相談で|よ、特に最近、「代引き」

サービスを利用して消費者に商品代金を支払わせるものや、海外から送り

主不明の小包が届くといつたケースが目立つています。こうした手□を
「送り付け商法(ネガティブ 。オプション)」 といい、特定商取引法で規制

の対象となつています。一方的に送りつけられた身に覚えのない商品を受

け取つても、売買契約 |よ成立せず、事業者に代金を支払う必要 |よありませ

ん。さらに、昨年 7月以降lよ、同法の己実正により、ネガティブ 。オプションに該当する場合、

消費者 |よ直ちに商品を処分することが可能となりました。

一方で、近年十よネット通販を利用し贈り物をする人も増えており、後で遠方の親類からの

贈物とわかつたケースもあります。落ち着いて、ます |よ家族や身近な人に(届いた商品の心

当たりがないか尋ねてみましょう。また、「誰が注文したか
/刀＼

からない荷物 |よ受け取らない」

など、家族間のルールを決めておきましょう。

なお、送り付け商法に該当せず、誤配送であつた場合、後日返品の請求を受ける可能性も

ありますので、それに備えてしばらく商品を保管しておくのがよいでしょう。

自宅に届いた身に覚えのない商品のトラブル



消費生活支守浸講座 (講師派遣)のご案内
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長崎県消費生活センターで |よ自立する消費者としての意識を高め、被害を未然に防止するた

め、各種講座に講師を派遣します。講師派遣に要する経費 |よ無料です。

NPO法人消費者被害防止ネットながさきでは、消費者の皆様から、不当契約・不当解約・

不当勧誘などに関する消費者トラブルや被害情報を集めています。皆様からの情報が、消費者

被害の予防につながります。ぜひ、情報をお寄せください。また、誰もが安心して暮らせる地

域社会を目指す活動を支えていただける会員も募集しています。詳しくは事務局までお問合せ

ください。

I事務局】 〒850-0876

長崎市賑阿 5-24 向ビル 201

Tel:095-895-8520(毎 週火曜日 (祝日除く)10:30～ 13:30)

Fax:095-895-8521
E― rna‖ :info@cpnet― nagasaki.org

祖談窓□ :食品 110番 (長幡県 県民生活環境部 食品安全 。消費生活課内)Tet.o120
受付時間 :月～金曜日 9:00～ 17:45(土日・祝日、年末年始除く)

74

消費生活の相談は

消費者ホットライン

局番なし窓188
計量器に関するお問しヽ合わせは

〒850-0047長山奇市銭座阿3-3
TEL.095-344-9892 FAX.095-844-8844

長崎県計 最検定所

長 崎 県 消 費 生 渚 也 ン タ ー

(長崎県 県民生活環境部 食品安全・消費生活課)

〒850-8570長 山奇市尾上町3-1

TEL.095-824-0999 FAX,095-823-1477

請 座 名 対 象 ア マ

高齢者見守り講座
民生委員、在宅福祉に従事する方 (高齢者

を支援する団体等が主催する講座 )

高齢者を狙う悪質商法の実
態と対策

消費生活支援
「シエア請座」

主に高齢者 (自治会、高齢者団体等が主催

する講座)
悪質商法に臨されない

消費生活支援
「ヤング講座」

高校生 。大学生など社会人となる前の方

(高等学校、大学、PTA等が主催する講座 )
賢い消費者となるために

消費生活 学習会
一般消費者 (市 日丁、各種団体等が主催する

、講座)

消費生活に関して希望され
るテーマ

PTA等 研 修 会 PTA等が主催する講演会 ・研修会
親子で考える消費者問題な
ど

金融経済 学習会
小学生から一般消費者 (各種団体等が主催
する講座)

暮らしに身近な金融に関する
こと(県金融広報委員会講座)

長障県消費生活センター Teli095-895-2320
ホームページ(httpsi〃 www.nagasa ki― shouhi.jp/)「 ながさき消費生活館」からも申し込
みできます。 ※参加者20名以上から受け付けます。

間合せ

申込み

情報提供のお願いrr
～NPO法人消費者搬害防止ネツトをげ亡言～

長崎県では、食品表示の適正化を回るために食品 110番を設置し、食品の安全・安心や食品表示について
の疑間・相談を受け付けています。

この情報は、県消費生活センターのホームページでもこ覧いただけます。

ながさき消費生渚館https://―.nagasaki,shouhieiP/

最寄りの相談窓口につながります


